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中央本部は諸懸案事項について、引き続き協議をしてきました。その結果、上記の内容につい

て確認をし、本日付けて通達が発出されています。内容は以下の通りです。 
 

１．社員が新型コロナウイルスワクチンの接種後に副反応が発生した場合の勤務について 

  新型コロナウイルスワクチンの接種日以降 7日以内（接種日を含む）に副反応（発熱や倦怠感等）があり、

正常な労務提供ができない状態にある場合には、社員からの申告に基づき、1 日に限り勤務認証を「障害」と

する。実施については2022年4月1日からとなります。 

 

２．カフェテリアプランの継続について 

 2017年10月1日に開始したカフェテリアプランを2022年度も継続して実施しますので、有効に活用できるよ

う対象者へ周知徹底して下さい。 

 

（１）対象者 

  2022年4月1日以降に在籍する社員（シニア社員、嘱託※、臨時社員※、契約社員を含む） 

※一日の労働時間及び勤務日数が社員と同等以上の者に限ります。 

（２）ポイントの付与日 

  2022年4月1日 

（３）カフェテリアポイント 

①基本ポイント20,000ポイント（20,000円相当） 

カフェテリアプランメニューの全カテゴリが対象です。年度途中の入社の場合は、ポイント数が異なりま

す。詳細はマニュアルを参照して下さい。 

②健康・福祉ポイント5,000ポイント（5,000円相当） 

   カフェテリアプランメニューの医療・健康増進支援、育児支援、介護支援のカテゴリが対象です。年度途

中に入社の場合も一律5,000ポイントです。 

（４）ポイントの有効期限および申請期限 

2023年3月31日（申請は、領収書など必要書類を含め必着） 

ポイントの次年度繰り越しはありません。 

 

以  上 


